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第５章 固定資産税・自動車税等の電子納税 

Ⅰ 事前準備 

固定資産税・自動車税等の賦課税目は、地方公共団体から送付書された納付書のeL番号を入力する

ことにより、地方公共団体がeLTAX納付ポータルシステムに登録した納付書情報を参照して電子納税

します。 

 

１．利用可能税目 

  固定資産税・都市計画税・自動車税（種別割）・軽自動車税（種別割）のほか、eL番号の記載があ

る納付書の税目については電子納税できます（地方公共団体によって対応状況が異なります）。 

 

２．事前準備 

固定資産税・自動車税等の電子納税の際には、地方公共団体から送付された納付書(eL番号)をお手

元にご用意ください。 

 

＜ 納付書イメージ ＞ 

 

   ※eL 番号(納付書番号)は、以下のいずれか方法で記載されています。 

    ・納付書券面の左上部分に、｢収納機関番号｣｢納付番号｣｢確認番号｣｢納付区分｣の名称で記載 

    ・納付書券面のどこかに、「eL 番号：」から始まる数字の列として記載 

 

３．ご注意 

(1) ＴＫＣ電子納税かんたんキットでは、eL 番号を入力して手続きします。QR コード(eL-QR)の読み取

りによる手続きには対応していません。 

(2) ＴＫＣ電子納税かんたんキットで利用できる納付手段は、インターネットバンキング、ダイレクト

納付、クレジットカード納付です。スマートフォン決済アプリによる納付には対応していません。 

 

 

eL 番号 

eL 番号 
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Ⅱ 固定資産税・自動車税等の電子納税 

 

  固定資産税・自動車税等の電子納税は、「621 固定資産税・都市計画税・自動車税・軽自動車税等」

で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 固定資産税・都市計画税・自動車税・軽自動車税等のプロセス ＞ 

 

(1) 納付書情報の確認（納付書に記載のeL番号による情報照会） 

 

(2) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 

(3) 納付情報(納付済)の確認 

 

(4) 完了報告書の印刷 

 

 

※１．複数の納付書分を一括して電子納税できます。また、異なる税目・年度・期別であっても一括

で電子納税できます。 

 

 ※２．固定資産税・自動車税等の電子納税は、eLTAX納付ポータルシステム（（固定資産税や自動車税

等の納付手続きを行うサイト））にログインして手続きを行います。 

    ログインに必要となる利用者ＩＤ・パスワードは、地方税ポータルシステムシステム(eLTAX)

にログインする際に使用する利用者ＩＤ・パスワードと同じです。 

  

※３．eLTAX納付ポータルシステムへの初回ログイン時に、固定資産税・自動車税等の電子納税で使

用する「通知先メールアドレス」の登録が必要です。初回登録時は、地方税ポータルシステムに

登録済のメールアドレス中から選択します。（初回登録後は、任意のメールアドレスに変更する

ことも可能です。） 
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１．電子納税プロセス 

「621 固定資産税・都市計画税・自動車税・軽自動車税等」をクリックすると、次の画面が表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「データの指定」欄 

①「新規データ」 

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選択し

た場合は、プロセス１から順番に処理を進めます。 

②「前回データ」 

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 

  前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 

  ※過去に作成した電子納税データの確認は、[電子納税の履歴]ボタンで行います。 

 

(2) 「税目」「年度」「期別」「納付書件数」「納付額合計」欄 

  「１．納付書情報の確認」で、電子納税する対象として追加した納付書情報を基に表示されます。 

 

(3) 「納付方法」欄 

  納付方法が表示されます。 

  初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、２

回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。 

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

(4) 電子納税は、矢印の順に処理します。 

  ［１．納付書情報の確認］ボタンをクリックします。 
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２．納付書情報の確認 

  当プロセスでは、納付書に記載の eL 番号を使用して、eLTAX 納付ポータルシステムに登録されてい

る納付書情報を確認します。 

 

＜ 納付書情報を確認する流れ ＞ 

 

eLTAX 納付ポータルシステムにログイン 

 

 

eL 番号を入力する 

（eLTAX 納付ポータルシステムから納付書情報を照会(取得)する） 

 

 

 

 

 

納付先の地方公共団体に 

納付書情報の登録申請 

 

 

 

納付先の地方公共団体にて 

納付書情報を登録 

 

 

 

納付書情報の確認 

 

 

※1 eLTAX 納付ポータルシステム（固定資産税や自動車税等の納付手続きを行うサイト）への初回ロ

グイン時に、固定資産税・自動車税等の電子納税で使用する「通知先メールアドレス」を設定す

る必要があります。 

※2 一部の地方公共団体では、eLTAX 納付ポータルシステムに納付書情報を事前登録していない場合

があります。その場合、納付先の地方公共団体に納付書情報の登録申請をしないと電子納税でき

ません。 

 

 

納付書ごとに 

eL 番号を入力 

納付書情報の登録あり 納付書情報の登録なし(※2) 

（１週間程度かかる場合あり） 

（作業完了のメール通知） 

初回ﾛｸﾞｲﾝ時は通知先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの設定(※1) 
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(1) eLTAX 納付ポータルシステムへのログイン 

 ①「１．納付書情報の確認」ボタン押下後、eLTAX 納付ポータルシステムへのログイン画面が表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)独自の暗証番号を入力してログインします。 

※eLTAX 納付ポータルシステムにログインする利用者ＩＤと独自の暗証番号は、地方税ポータル

システム(eLTAX)にログインする利用者ＩＤと独自の暗証番号と同じです。 

 

 ②（初回のみ）eLTAX 納付ポータルシステムへの初回ログイン時は、固定資産税・自動車税等で使用

する「通知先メールアドレス」の設定画面が表示されます。 

   この通知先メールアドレスには、固定資産税・自動車税等のダイレクト納付の際に必要とな

るワンタイムパスワードや、手続き完了時の通知等が届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)地方税ポータルシステム(eLTAX)に登録済みのメールアドレスの中から１つ選択します。 

   ※使用するメールアドレスが選択対象にない場合は、[eLTAX へのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの登録]ボタンで使用

するメールアドレスを登録後に選択してください。 

  2)[設定する]ボタンを押下後、「確認コード」を入力する画面が表示されますので、「通知先メー

ルアドレス」として設定したメールアドレス宛に送信された「確認コード」を入力します。 
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(2) 納付書情報の確認 

eLTAX 納付ポータルシステムにログイン後、次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以下の手順で eLTAX 納付ポータルシステムに登録されている納付書情報を確認します。 

 

①[F5 納付書追加]をクリックします。 

 

②次の画面が表示されますので、[1.eL 番号を入力する]を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

(1) 通常は、eL 番号を使用して、eLTAX 納付ポータルシステムから納付書情報を取得します。 

(2) 納付先の地方公共団体へ納付書情報の登録を申請した納付書（※）に限り、「利用者ＩＤ

に紐づく納付書情報から選択する」で納付書情報を取得できます。手順は「(4) （ご参考）

利用者ＩＤに紐づく納付書情報から選択する場合の流れ」をご参照ください。 

（※）一部の地方公共団体では、納付書情報を eLTAX 納付ポータルシステムに事前登録してい

ない場合があります。eL 番号で納付書情報を照会(取得)した結果、納付書情報が未登録

だった場合は、納付先の地方公共団体へ納付書情報の登録を申請する必要があります。登

録申請については、「(3) 納付書情報の登録申請」をご参照ください。 

 



－ 第５章 固定資産税・自動車税等の電子納税－ 

- 106 - 

③[1.eL 番号を入力する]を選択後、次の画面が表示されますので、納付書に記載の eL 番号を入力し

て[ＯＫ]をクリックします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④次の確認画面が表示されますので、内容を確認の上、[ＯＫ]をクリックします。 

 ※複数の納付書分を電子納税する場合で、続けて別の納付書の eL 番号を入力する場合は、[ＯＫ(続

けて別の eL 番号を入力する]をクリックすることで、連続して eL 番号を入力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「電子納税可否」欄が「不可(要申請)」と表示された場合は、納付先の地方公共団体へ納付書

情報の登録申請が必要です。電子納税する場合は、「(3) 納付書情報の登録申請」を参照の上、

登録申請してください。なお、eL 番号の入力誤りの可能性もありますので、eL 番号の入力誤

りがないかを十分にご確認ください。 

 

⑤納付書情報の確認画面に納付書情報が表示されます。電子納税可否及び納付書の内容を確認します。 

 1)電子納税可否の確認 

  納付書情報の確認画面の一覧上で「電子納税可否」が「可」であることを確認します。 
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（解説）電子納税可否 

行 「電子納税可否」欄の表示 説明 

1 可 電子納税できます。 

2 不可(要申請) eLTAX 納付ポータルシステムに納付書情報が登録されて

いないため、この状態では電子納税できません。 

電子納税するには、「(3) 納付書情報の登録申請」が必

要です。 

※eL 番号の入力誤りの可能性もあります、入力誤りがな

いか十分にご確認ください。 

3 

不可(申請中) 

eLTAX 納付ポータルシステムへの納付書情報の登録申請

中のため、この状態では電子納税できません。 

納付先の地方公共団体にて作業が完了した後、電子納税

できるようになります。 

※地方公共団体の作業完了後、通知先メールアドレス宛

に完了した旨のメールが届きます。作業完了後、電子

納税可否は「可」となります。 

4 

不可(申請不可) 

納付先の地方公共団体に納付書情報の登録申請をした結

果、受付不可となっているため、電子納税できません。

納付先の地方公共団体にお問い合わせください。 

5 不可(納付済) 納付済のため電子納税できません。 

6 不可(納付済(多重払いの可能性)) 納付済のため電子納税できません。 

7 不可(納付済(多重払い)) 納付済のため電子納税できません。 

8 不可(口座振替区分による) 電子納税できない納付書です。（※） 

9 不可(口座振替予定) 電子納税できない納付書です。（※） 

10 不可(賦課更正) 電子納税できない納付書です。（※） 

11 不可(全期分納付済) 電子納税できない納付書です。（※） 

12 不可(期別分納付済) 電子納税できない納付書です。（※） 

13 不可(その他) 電子納税できない納付書です。（※） 

14 不可(公開開始日前) 電子納税できない納付書です。（※） 

15 不可(支払期限超過) 電子納税できない納付書です。（※） 

16 不可(期日指定中) ダイレクト納付で期日指定中のため電子納税できませ

ん。 

17 不可(期日指定中(多重)) ダイレクト納付で期日指定中のため電子納税できませ

ん。 

（※）行 8～15 は eL 番号の入力時にチェックされるため、「納付書情報の確認」画面に通常は表示

されません。 
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 2)納付書の内容の確認 

  納付書情報の確認画面の一覧をダブルクリックすることで、納付書情報の詳細を確認できます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥納付するすべての納付書情報の「電子納税可否」が「可」の場合、［F3 次処理へ］ボタンをクリ

ックし、「３．インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付」に進

みます。すぐに納付しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 

  

 

 

 

 

 

※確認用帳表の印刷・ファイル切り出し 

画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切り出しができます。 

 

（解説）「電子納税可否」欄が「可」の納付書のみを先に電子納税する場合 

１．電子納税可否が「不可(要申請)」又は「不可(申請中)」の納付書がある場合で、「可」の納

付書のみを先に電子納税する場合は、[F6 納付書削除]で「可」以外の納付書を一覧から削除し

た上で、次プロセスに進んでください。 

２．「不可(申請中)」(登録申請済)の納付書を後から電子納税する場合、eL 番号を入力するこ

となく、利用者ＩＤに紐づく納付書情報から選択して手続きできます。手順は「(4) （ご参考）

利用者ＩＤに紐づく納付書情報から選択する場合の流れ」をご参照ください。 
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(3) 納付書情報の登録申請（電子納税可否が「不可(要申請)」の場合のみ必要） 

 「電子納税可否」が「不可(要申請)」の納付書については、納付先の地方公共団体へ納付書情報の

登録申請を行わないと電子納税できません。なお、申請後、電子納税可能となるまで１週間程度かか

る場合があります。納期限が近い場合等は他の納付方法による納付をご検討ください。 

 電子納税する場合は、以下の手順で登録申請します。 

 

①[納付書情報の登録申請]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②次の確認画面が表示されますので、「電子納税可否が｢不可(要申請)｣のすべての納付書を申請する」

又は「選択している納付書のみ申請する」を選択し、[はい]をクリックします。 
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③申請後、申請結果が表示されますので確認します。エラーが表示された場合は、エラーの内容に応

じて、対処してください。 

 （注）申請後、電子納税できるようになるまで１週間程度かかる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④納付先団体の作業が完了後、作業完了の通知が通知先メールアドレス宛に届きます。 

作業完了の通知が届いた後、再度「納付書情報の確認」画面を表示し、「電子納税可否」が「不可(申

請中)」から「可」になったことを確認します。 

  

 

 

 

 

（解説） 

納付書情報の登録申請を取り消す場合は、「納付書情報の確認」画面の[取消申請]ボタンで、

納付書情報の登録申請を取り消すことを申請できます。 

 

⑤納付するすべての納付書の「電子納税可否」が「可」であることを確認後、［F3 次処理へ］ボタ

ンをクリックし、「３．インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付」

に進みます。すぐに納付しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 
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(4) （ご参考）利用者ＩＤに紐づく納付書情報から選択する場合の流れ 

上記の「(3) 納付書情報の登録申請」を行った納付書は、利用者ＩＤに紐づきます。利用者ＩＤに

紐づいた納付書は、eL番号を入力することなく eLTAX納付ポータルシステムから納付書情報を照会(取

得)できます。 

  そのため、納付書情報の登録申請が不要な納付書を先に電子納税済みで、登録申請した納付書を後

から電子納税する場合は、以下の手順で納付書情報を確認できます。 

 

①プロセス選択画面の「データの指定」で「新規データ」指定後、「納付書情報の確認」画面で[F5 納

付書追加]をクリックすします。 

 

②次の画面が表示されますので、[2.利用者ＩＤから紐づく納付書情報から選択する]を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③次の画面が表示されますので、納付する納付書情報を選択します。 

  （注）納付書情報の登録申請した納付書がない場合、納付書情報は表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④納付書情報の確認画面に納付書情報が表示されます。電子納税可否及び納付書の内容を確認します。 
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３．インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ：「(1) インターネットバンキング納付」へ 

※ダイレクト納付：「(2) ダイレクト納付」へ 

※ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ納付：「(3) クレジットカード納付」へ 

(1) インターネットバンキング納付 

 ①「インターネットバンキング納付」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)納付完了の通知等が届く「通知先メールアドレス」を確認します。変更する場合は[設定]ボタン

で変更します。 

  2)納付完了の通知等に表示される「納付見出し」を入力・確認します。納付先＋税目名が初期値と

して表示されます。（複数の納付書を一括納付する場合は、末尾に「ほか」が表示されます） 

3)[インターネットバンキングで納付(ブラウザ)]ボタンをクリックします。 

 

②ブラウザが起動し、インターネットバンキングへのリンクが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)[インターネットバンキング]ボタンを１回だけクリックします。 

    2)[インターネットバンキング]ボタンでは、以下の処理を行います。 

   a.金融機関の選択画面が表示されますので、ご利用の金融機関を選択します。 

b.選択した金融機関のインターネットバンキングの画面で、パスワード等を入力して、ログイン

します。 

c.続いて、納付金額等の内容が表示されます。 

d.内容を確認し、支払を行います。 

  3)インターネットバンキングで納付後、「４．納付情報(納付済)の確認」に進みます。 

（解説）インターネットバンキング機能で起動するブラウザ 

インターネットバンキング機能で起動するブラウザは、Windows の「既定のブラウザ」として

設定されているブラウザとなります。利用したいブラウザが、既定のブラウザと異なる場合は、

お手数ですが、既定のブラウザを変更することによりご対応ください。 
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(2) ダイレクト納付 

 ①「ダイレクト納付」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②引落方法、引落口座等を指定します。 

  1)引落方法を選択します。 

   ・「即時納付」：金融機関の口座から、即時に振替えられます。 

・「期日指定納付]：金融機関の口座から、指定した納付日に振替えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.「期日指定納付」の場合、納付日を指定します。 

 手続日から 120 日を超える日付は指定できません。 

休日・祝日は指定できない場合があります。また、12 月 29 日～1 月 3 日は指定できません。 
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2)ダイレクト納付の口座を複数登録している場合は、引落口座の[選択]ボタンで、口座を選択しま

す。 

※登録口座が１つの場合、当手順は不要です（引落口座が初期表示されます）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.ダイレクト納付登録口座一覧から、引き落とし口座を選択し、[ＯＫ]ボタンをクリックしま

す。  

（解説）金融機関の統廃合により廃止された店舗の口座を登録している場合 

金融機関の統廃合により廃止された店舗の口座は、｢口座情報｣欄に【注】と表示されます。 

廃止店舗の口座を指定した場合、金融機関では、一定期間、新店舗の口座に読み替えて処理 

されます。ただし、金融機関により取り扱いが異なりますので、廃止店舗口座からのダイレク

ト納付可否を事前に金融機関にご確認ください。 

 

 ③通知先メールアドレス、納付見出しを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)「通知先メールアドレス」を確認します。変更する場合は[変更]ボタンで変更します。 

   通知先メールアドレスには、ダイレクト納付の指示の際に必要となるワンタイムパスワードや、

納付手続き完了の通知が届きます。 
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  2)納付手続き完了の通知等に表示される「納付見出し」を入力・確認します。納付先＋税目名が初

期値として表示されます。（複数の納付書を一括納付する場合は、末尾に「ほか」が表示されま

す） 

 

 ④納付内容および納付日に間違いがなければ、［上記の内容でダイレクト納付する］ボタンをクリッ

クします。 

  ワンタイムパスワードの入力画面が表示されますので、「通知先メールアドレス」に送信されたワ

ンタイムパスワードを入力し、[ＯＫ]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「期日指定納付」を選択した場合、指定した納付日に引き落としが行われます。 

そのため、指定納付日の前日までに届出した口座へ、納税資金を準備してください。 

※指定した納付日に、「４．納付情報(納付済)の確認」以降の処理を行います。 

 ※指定した納付日に、ダイレクト納付の処理結果が通知先メールアドレス宛に届きます。通知が届い

た後、「４．納付情報(納付済)の確認」以降の手順で速やかに納付結果を確認してください。 
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■期日指定納付の取消（ダイレクト納付で「期日指定納付」を指定した場合のみ） 

「期日指定納付」を選択した場合、指定した納付日の前日まで、納付日の変更や納付方法の変

更ができます。その場合、「期日指定納付の取消」が必要です。以下のような場合に、「期日指

定納付の取消」を行います。 

・指定した納付日を変更する場合 

・「期日指定納付」から「即時納付」に変更する場合 

・引落口座を変更する場合（引落口座を複数登録している場合） 

・ダイレクト納付以外の方法で納付する場合 

・別途、納付が完了している場合 

 

①ダイレクト納付の指定を取り消すには、ダイレクト納付のプロセス画面で[期日指定納付の取消]ボ

タンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②[期日指定納付の取消]ボタンをクリックすると、eLTAX 納付ポータルシステムへのログイン画面が

表示されます。 
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③「期日指定納付の取消」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.指定中の納付日を確認します。 

b.期日指定納付を取り消す場合には、[期日指定納付の取消]ボタンをクリックします。 

   c.取消後、納付日を変更する場合や「即時納付」を行う場合は、処理メニューへ戻り、「２．ダ

イレクト納付」で、再度納付指示します。 

    納付方法をインターネットバンキング又はクレジットカード納付に変更する場合は、処理ﾒﾆｭｰ

に戻り、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更の上、再度納付指示します。 
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(3) クレジットカード納付 

①「クレジットカード納付」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)納付完了の通知等が届く「通知先メールアドレス」を確認します。変更する場合は[変更]ボタン

で変更します。 

  2)納付完了の通知等に表示される「納付見出し」を入力・確認します。納付先＋税目名が初期値と

して表示されます。（複数の納付書を一括納付する場合は、末尾に「ほか」が表示されます） 

3)[クレジットカード納付(ブラウザ)]ボタンをクリックします。 

 

②ブラウザが起動し、地方税共同機構クレジットカード納付サイトへのリンクが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)［地方税共同機構クレジットカード納付サイトへ］ボタンを１回だけクリックします。 

2)［地方税共同機構クレジットカード納付サイトへ］ボタンでは、以下の処理を行います。 

a.表示されている注意事項等を確認します。 

b.クレジットカード納付を行う税金の情報を確認します。 

c.利用するクレジットカードの情報を入力します。 

d.内容を確認し、納付手続きを確定します。 

  3)クレジットカードで納付後、「４．納付情報(納付済)の確認」に進みます。 

 

（解説）クレジットカード納付機能で起動するブラウザ 

クレジットカード納付機能で起動するブラウザは、Windows の「既定のブラウザ」として設定

されているブラウザとなります。利用したいブラウザが、既定のブラウザと異なる場合は、お手

数ですが、既定のブラウザを変更することによりご対応ください。 
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４．納付情報(納付済)の確認 

①納付終了後、納付処理を行った画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリックすると、次の画面が表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②納付情報が「納付済」になったことを確認します。「納付済」になっている場合は、[F3 次処理へ]

を選択し、次プロセスへ進みます。 

 （注１） 

    eLTAX 納付ポータルシステムの仕様の制限により、納付後は加算金の情報を取得できません。

そのため、加算金を納付した場合でも、納付済の納付情報・納付書情報に加算金は表示されま

せん。 

  （注２） 

     納付したにもかかわらず、納付情報が「納付済」にならない場合、アクセスの集中等により

地方税ポータルシステム又は eLTAX 納付ポータルシステムでの処理に時間がかかっている可能

性があります。この場合、時間をおいてから再度「納付書情報(納付済)の確認」プロセスで納

付情報を確認してください。 

  （注３） 

     残高不足等の理由により、ダイレクト納付できなかった場合は、下記メッセージが表示され

ますので、「ダイレクト納付処理結果」をご確認ください。 

残高不足によるエラーの場合は、不足分の納税資金を引き落とし口座に入金した上で、再度

ダイレクト納付の指示を行うことも可能です（再度「２.ダイレクト納付」から行います）。 

また、別の納付方法（インターネットバンキング又はクレジットカード納付）で納付する場

合は、プロセス選択画面の「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更の上、再度納付指

示してください。 

（例：残高不足等でダイレクト納付できなかった場合のメッセージ） 
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５．電子納税完了報告書の印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上長等への報告が必要な場合は、「電子納税完了報告書」を印刷できます。 

②「報告先」と「担当者」を入力し、[印刷]ボタンをクリックします。 

 

（注） 

  eLTAX 納付ポータルシステムの仕様の制限により、納付後は加算金の情報を取得できません。そ

のため、加算金を納付した場合でも、完了報告書に加算金は表示されません。 

 


